
農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
の
農
業
勘
定
に
お
け
る
平
成
十
五
年
度
の
再
保
険
金
の
支
払
財
源
の
不
足
に
充
て
る
た
め
に
行
う
積
立
金

の
歳
入
へ
の
繰
入
れ
に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文

◎

農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
十
一
号
）
（
抄
）

第
三
条

農
業
勘
定
ニ
於
テ
ハ
農
作
物
共
済
及
畑
作
物
共
済
ニ
関
ス
ル
再
保
険
事
業
（
農
業
災
害
補
償
法
第
百
四
十
一
条
の
四
ノ
保
険
事
業
ヲ

含
ム
以
下
同
ジ
）
経
営
上
ノ
再
保
険
料
（
同
法
第
百
四
十
一
条
の
六
ノ
保
険
料
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）
、
一
般
会
計
及
再
保
険
金
支
払
基
金
勘

定
ヨ
リ
ノ
受
入
金
、
積
立
金
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
、
借
入
金
並
ニ
附
属
雑
収
入
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
入
ト
シ
同
事
業
経
営
上
ノ
再
保
険
金
、
同
法
第

十
三
条
（
同
法
第
十
三
条
の
六
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
ノ
規
定
ニ
依
ル
交
付
金
、
同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
補

助
金
、
再
保
険
料
ノ
還
付
金
、
借
入
金
ノ
償
還
金
及
利
子
、
一
時
借
入
金
ノ
利
子
其
ノ
他
ノ
諸
費
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
出
ト
ス

第
六
条

①

略

②

農
業
勘
定
ニ
於
テ
決
算
上
剰
余
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
年
度
迄
ノ
再
保
険
金
支
払
基
金
勘
定
ヨ
リ
ノ
受
入
金
ノ
合
計
額
ニ
相
当
ス
ル
金

額
（
前
年
度
迄
ニ
同
勘
定
ヨ
リ
再
保
険
金
支
払
基
金
勘
定
ニ
繰
入
レ
タ
ル
金
額
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
合
計
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
金
額
ニ
相

当
ス
ル
金
額
）
ニ
達
ス
ル
迄
ノ
金
額
ハ
之
ヲ
再
保
険
金
支
払
基
金
勘
定
ニ
繰
入
ル
ル
モ
ノ
ト
シ
猶
残
余
ア
ル
ト
キ
ハ
政
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依

リ
農
業
勘
定
ノ
積
立
金
ト
シ
テ
之
ヲ
積
立
ツ
ベ
シ

③

略

④

農
業
勘
定
、
家
畜
勘
定
、
果
樹
勘
定
又
ハ
園
芸
施
設
勘
定
ニ
於
テ
決
算
上
不
足
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
勘
定
ノ
積
立
金
ヨ
リ
之
ヲ
補
足

ス
ベ
シ


